
お申し込みは裏面の申込書をご利用ください

年金のてびき（令和6年4月版）�
A5判132頁予定／定価 本体 700円＋税10％（税込770円）
⃝�国民年金と厚生年金保険の適用と給付のしくみについてわかりやすく解説しています。
⃝�年金額の計算方法なども解説したセミプロレベルの解説書です。
⃝�老齢、障害、遺族の各給付について、詳しくしかもコンパクトに解説した、年金の格好の手引書です。

44 令和6年4月発刊予定

年金相談の手引（令和6年度版）�
A5判912頁予定／定価 本体 4,800円＋税10％（税込5,280円）
⃝�厚生年金・国民年金の受給要件・諸手続を図解や記載例等を用い、法令に基づきわかりやすく解説した年金実
務書の決定版。昭和48年の初版以来、年金実務に携わる方の手引書として、信頼と実績を得ています。

⃝年金記録問題と特例措置、被用者年金一元化法、年金機能強化法、持続可能性向上法等に対応しています。

33 令和6年5月末発刊予定

社会保険の事務手続 総合版（令和6年度版）�
A4判136頁予定／定価 本体 1,400円＋税10％（税込1,540円）
⃝�健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格取得の決定、標準報酬月額の決め方、定時決定と算定基礎届、随時
改定と月額変更届、保険料の納め方など平易に解説した事務テキストです。

⃝�労働保険の解説と主な届出様式の記載例も収載しています。

22 令和6年4月発刊予定

社会保険のてびき（令和6年度版）�
A5判552頁予定／定価 本体 2,500円＋税10％（税込2,750円）
⃝�健康保険・厚生年金保険を中心に社会保険のしくみと給付を詳しく、わかりやすく解説した入門書です。
⃝�国民健康保険・退職者医療制度・後期高齢者医療制度・介護保険・労働保険の概説など日常業務に必要なすべ
ての事項を網羅。

⃝�健康保険の給付と年金給付（老齢給付・障害給付・遺族給付）をていねいに解説しています。

11 令和6年4月発刊予定

●年金制度のしくみはどうなっているのか
　１．基礎年金と厚生年金／２．国民年金に加入する人／３．

国民年金の保険料／４．厚生年金に加入する人／５．厚生年
金の保険料

●老齢になったときの年金は
　１．老齢基礎年金／２．被扶養配偶者の振替加算／３．60歳

台前半の老齢厚生年金／４．60歳台前半の老齢厚生年金と繰

上げ支給の老齢基礎年金／５．65歳からの老齢厚生年金／６．
旧法の老齢年金／７．通算老齢年金

●外国人等の年金は
●国民年金基金・厚生年金基金に加入した人の年金は
●障害者になったときの年金は
●死亡したときの年金は
●年金の手続と問い合わせ

掲
載
内
容

第１章　年金制度のしくみ
第２章　国民年金と厚生年金保険の給付
第３章　旧法による老齢給付
第４章　年金の請求、支払、支給停止等
第５章　年金請求の手続
第６章　年金受給者の手続
第７章　旧公共企業体の三共済組合に係

る経過措置
第８章　旧農林漁業団体職員共済組合に

係る経過措置
第９章　社会保障協定による特例措置
第10章　一元化前の共済組合等と恩給の

給付
第11章　年金相談先一覧

（付録１）年金記録問題と特例措置
（付録２）被用者年金一元化による主な改

正点と経過措置
（付録３）受給資格期間の短縮について
（付録４）「年金制度機能強化法」による

主な改正点

掲
載
内
容

Ⅰ　健康保険・厚生年金保険のしくみ
　　社会保険の種類
Ⅱ　健康保険の給付
　□給付の種類
　■特定健康診査・特定保健指導の実施
Ⅲ　年金給付
児童手当／労働保険／年金委員・健康保険委員
　１．児童手当の要点

　２．労働保険の要点
　３．年金委員・健康保険委員
　■日本年金機構・年金事務所・事務センター一覧
　■全国健康保険協会本部・支部一覧
　■街角の年金相談センター一覧
　■年金に関する電話での問い合わせ
　■地方厚生（支）局一覧

▪◇
掲
載
内
容

社会保険トピックス 
Ⅰ標準報酬月額の決定と改定
　１　標準報酬月額の決め方
　２　定時決定と算定基礎届
　３　随時改定と月額変更届
Ⅱ保険料と被保険者期間
　１　保険料の計算と納め方
　２　標準賞与額と賞与支払届

　３　資格取得届と被保険者証
　４　被扶養者の健保と年金
　５　資格喪失届と継続加入
　６　電子申請と電子媒体申請
健康保険の給付
年金給付
社会保険の相談窓口
　年度更新を行うとき

掲
載
内
容

東京社会保険労務士協同組合
社会保険実務図書の特別提供のご案内

令和６年３月

お申し込み締切　令和６年５月31日まで

東京都社会保険労務士会の会員の皆さまに㈱社会保険研究所の実務図書の特別販売をご案内申し上げます。
購入ご希望の方は、裏面申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申し込みください、

※表紙写真は旧版を使用

商品No.200036

商品No.300434

商品No.300533

商品No.220233



遺族年金マニュアルシート（令和６年度版）�

A4判観音折り8頁／定価 本体 450円＋税10％（税込495円）
⃝遺族年金の支給要件を図解。
⃝年金額や請求手続、受給後手続も年金相談の流れに沿って説明しています。
⃝年金請求書や各種届出の見本も掲載。

令和6年3月発刊予定商品No.330912

１．遺族年金のかたち
２．遺族基礎年金　
３．遺族厚生年金
４．年金請求書（国民年金・厚生年金保険遺族給付）記入例

５．遺族年金を受ける権利がなくなるとき−失権
６．その他の遺族年金に関する手続
７．寡婦年金・死亡一時金
８．年金手帳と年金証書

掲 

載 

内 

容

年金・労働相談等でわかりやすく説明するための便利な相談ツール
お客様との相談では、図解や実際の様式をもとに説明することで、相談者の理解が深まります。
制度の概要や手続の流れをコンパクトにまとめているため、内部の研修ツールとしてもご活用いただけます。

ライフプランマニュアルシート（令和６年度版）�

A4判観音折り8頁／定価 本体 450円＋税10％（税込495円）
⃝健康・介護・年金・雇用保険からの給付をコンパクトに収録。
⃝人生上のリスクに対応した社会保険・労働保険からの給付の説明に最適です。

令和6年3月発刊予定

退職者のための健康・雇用保険マニュアルシート（令和６年度版）

A4判観音折り8頁／定価 本体 450円＋税10％（税込495円）�
⃝健康保険と雇用保険の給付内容と届出手続をわかりやすくコンパクトに説明しています。
⃝『年金マニュアルシート』と併用すれば会社退職予定者等への退職時の社会保険の説明に最適です。

年金マニュアルシート（令和６年度版）�

A4判観音折り8頁／定価 本体 450円＋税10％（税込495円）
⃝老齢基礎年金・老齢厚生年金の概要、年金受給の手続などについて、わかりやすくコンパクトに説明しています。
⃝これから年金受給者となる方などに対して、制度の説明、老齢年金の受け取り方、請求手続の方法等を、ビジュ
アル重視でわかりやすく編集しています。

令和6年3月発刊予定

障害年金マニュアルシート（令和６年度版）�

A4判観音折り8頁／定価 本体 450円＋税10％（税込495円）
⃝初診日や障害認定日など障害年金に特有の手続の流れに沿ってスムーズに請求できるように説明しています。
⃝年金請求書の記入例のほか、診断書などの添付書類一覧も掲載。

令和6年3月発刊予定

商品No.450212

商品No.260743

商品No.330627

商品No.330902

１．病気・けがをしたとき
２．障害の状態になったとき
３．介護が必要になったとき
４．老齢・退職したとき

５．死亡したとき掲 

載 

内 

容

健康保険
１．退職したら加入する健康保険を選ぶ
２．加入の手続はこうする
３．健康保険で受けられる給付

雇用保険
１．雇用保険で受けられる給付
２．60歳以後も引き続き働く−高年齢雇用継続給付
３．雇用保険と60歳台前半の老齢厚生年金との調整

掲 

載 

内 

容

１．何年加入したら受けられる？−受給資格
２．いつからいくら受けられる？−国民年金・厚生年金
３．働きながら受ける年金−在職老齢年金
４．雇用保険との調整

５．60歳台前半の老齢厚生年金と繰上げの老齢基礎年金
６．年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）記入例
７．65歳時の請求手続と繰下げ受給
８．年金手帳と年金証書

掲 

載 

内 

容

１．障害年金の請求手続の流れ　
２．初診日はいつか？　
３．障害認定日に規定の障害の状態にあるか？
４．初診日が年金加入期間中にあるか？　
５．どんな障害年金が受けられるか？　
６．障害年金はいくらか？
７．いつから受けられる？　

８．書類作成上のポイントや注意点
９．障害年金の請求・相談の窓口
10．年金請求書（国民年金・厚生年金保険障害給付）記入例
11．病歴・就労状況等申立書�記入例
12．�受診状況等証明書、受診状況等証明書が添付できない理由書�記入例
13．年金手帳と年金証書

掲 

載 

内 

容

マニュアルシートシリーズ

55

66

77

88

99
令和6年3月発刊予定



令和６年以降に変わる
15のポイント　　　  労働・社会保険法令の改正対応リスト（令和6年度版）�

A4判16頁／定価 本体 400円＋税10％（税込440円）
（監修）ドリームサポート社会保険労務士法人
⃝�従業員の労務管理、労働社会保険手続に必要となる労働法令及び労働保険・社会保険関係法令は、毎年のように改正が行われて
います。本書は、令和６年以降に改正が予定されている労働法令及び労働保険・社会保険関係法令について、会社として対応が
必要となる事項を中心に、改正のポイント、実務上の留意点などを横断的にリスト化して、簡潔にわかりやすく整理しました。
⃝�令和５年度版の内容から、令和６年４月以降の改正内容を一部見直しのうえ掲載するとともに、新たな改正事項等を追加しており
ます。

令和6年3月発刊予定令和6年4月発刊予定商品No.460601

月60時間を超える時間外労働の割増率引き上げ

代替休暇制度の導入

賃金デジタル払いの解禁

男性の育児休業等取得率の公表義務

労働保険料の不服申し立ての拡充

健康保険・出産育児一時金の引き上げ

化学物質規制の強化（衛生委員会付議事項追加、
化学物質管理者の選任義務化など）

障害者雇用率の引き上げ

時間外労働の上限規制（適用猶予の終了）

改善基準告示の改正

無期転換ルールの見直し

契約時の労働条件の明示事項の追加・見直し

裁量労働制の見直し

短時間労働者への社会保険の適用拡大

雇用保険・高年齢雇用継続給付の段階的縮小

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
　
❽
❾







令和５年４月

令和５年４月

令和５年４月

令和５年４月

現時点で未定

令和５年４月

令和５年４月
令和６年４月

令和６年４月

令和６年４月

令和６年４月

現時点で未定

現時点で未定

現時点で未定

令和６年10月

令和７年４月

中小企業も対象追加

中小企業も対象追加

企業規模問わず

従業員1,001人以上

従業員100人以上等

企業規模問わず

企業規模問わず

従業員40人以上

企業規模問わず

企業規模問わず

企業規模問わず

企業規模問わず

企業規模問わず

従業員51人以上

企業規模問わず

全業種

全業種

全業種

全業種

全業種

全業種

化学物質を製造・
取り扱う事業場

全業種

医師など４業種

自動車運転業等

全業種

全業種

対象業務のみ

全業種

全業種

２頁

３頁

４頁

５頁

６頁

７頁

８頁

９頁

10頁

11頁

12頁

13頁

14頁

15頁

16頁

必須

任意

任意

必須

任意

－

必須

必須

必須

必須

必須

必須

任意

必須

必須

改正内容 施行時期 規模 業種 対応 頁数

令和５年度版

労働・社会保険法令の
改正対応リスト

─令和５年以降に変わる15のポイント─

〈監修〉ドリームサポート社会保険労務士法人

社会保険研究所

1414

社会保険・
労働保険のガイダンス 新入社員マニュアルシート（令和６年度版）�

A4判観音折り8頁／定価 本体 450円＋税10％（税込495円）
⃝�本シートは、新入社員研修をはじめ、会社が社員を採用した際に社会保険・労働保険についてガイダンスを行う際のツールです。
⃝�入社後のライフステージや給与明細の見方、労働時間や休日の説明から始まり、社会保険および労働保険のしくみのポイントや、
育児や介護にかかわる休業・休暇についても掲載しています。

令和6年3月発刊予定商品No.480777

１．入社後のライフステージと社会保険
２．会社員の働き方と休み方
３．健康保険（健康保険組合・協会けんぽ）
４．労災保険

５．雇用保険
６．年金制度（公的年金・私的年金）
７．給与明細書・被保険者証・年金手帳

掲 

載 

内 

容

1111

パート有期雇用・無期転換対応マニュアルシート（令和６年度版）�

A4判観音折り8頁／定価 本体 450円＋税10％（税込495円）
（監修）ドリームサポート社会保険労務士法人
⃝�企業等が短時間労働者や有期契約労働者を雇用する際や契約を更新する際、雇用を終了する際に留意が必要な労働・社会保険法
令制度等をコンパクトに整理するとともに、令和6年10月の社会保険の適用拡大を見据え、適用拡大の概要と政府の「年収の壁」
の対応策（暫定措置）を掲載しています。

令和6年3月発刊予定商品No.480791

●契約締結時（更新時）の労働条件明示ルール
●無期転換ルール
●短時間労働者、有期契約労働者の待遇決定等にあたって留意
が必要な法制度

●社会保険の適用拡大
●短時間・有期契約労働者が退職する際の留意点

ほか

掲 

載 

内 

容

1212
無期転換マニュアルシート無期転換マニュアルシート事業主のための

待遇例

無期転換の申込みができる場合

無期転換とは

無期転換に対応する選択肢は４つ

禁止されること

同一の事業主との間で、有期労働契約が通算で５年を超えて反復更新された場合に、従業員の申込みによ
り、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できるルール。通算契約期間のカウントは、平成25
年４月１日以降に開始する有期労働契約が対象となります。（労働契約法第18条）

権利発生後は従業員が自由に行使できます。申込みは口頭でも有効ですが、記録に残すためにも書面
による申込みおよび受理が望ましいと考えられます。

有期労働契約の従業員（契約社員、パート社員、アルバイトなど名称は問わず、期間の定めのある労働契約を締
結した従業員を指します）を雇用されている会社は、「無期転換」への対応が必要です。

○従業員の申込みにより事業主は承諾したものとみなされ、有期労働契約の期間満了後、自動的に無期労働契約に転換されます。

＊就業規則の規定例は４頁参照。

締
結

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新 更

新
申
込

転
換

183 2

契約期間が１年の場合の例

契約期間が3年の場合の例

選択肢　 無期労働契約に転換する

無期転換の申込みは書面で行いましょう。

選択肢　 事前に雇止め（契約終了）する

選択肢　 事前に労働契約に不更新条項を入れる

やとい ど

1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 無期労働契約

無期労働契約3年3年

無期労働契約1年 1年

締
結

会社としての選択肢（方針）を検討しましょう ➡８頁参照

○無期転換を申し込まないことを契約更新の条件にするなど、あらかじめ従業員に無期転換権を放棄させ
ることはできません。

○無期転換権を発生させないことを意図して、便宜的に事業主を変更したり、クーリング期間（５頁参照）を
置いたりすることは無効とされます。

５年
H24.5 H25.4 H25.5（カウント開始） H28.5 H29.5 H30.5

５年
H25.4 H28.4 H31.4

更
新

申
込

転
換

更
新

申
込

転
換

通算５年を超えて契約更新した従業員が、その契約期間中に
無期転換の申込みをしなかったときは、次の更新以降でも無
期転換の申込みができる

契約期間が通算５年を超えることになるので、
更新後に無期転換の申込みができる

従業員は、契約期間の初日から末日
までの間にいつでも申込みができる

ポイント■1

○無期転換申込書・受理通知書の例は、４頁様式①②参照。
○事業主は、対象となる従業員に無期転換ができることを通知する義務はありませんが、従業員との信頼関係や労務管理上の観点

から、あらかじめ無期転換に関する説明をしたほうが望ましいと考えられます。

無期転換後の待遇、仕事の内容および責任の程度などを説明したうえで、本人の希望により有期労働
契約を継続することは可能です。

選択肢　 有期労働契約のまま雇用する

従業員の同意が前提です。ポイント■1

○事業主は、対象となる従業員に無期転換ができることを通知する義務はありませんが、従業員との信頼関係や労務管理上の観点
から、あらかじめ無期転換に関する説明をしたほうが望ましいと考えられます。

○無期転換をさせないことを意図した労働条件の設定は無効になる可能性があります。

従業員がいったん無期転換権を行使しないと表明した場合でも、雇用が続く限り、従業員はいつでも無
期転換権を行使することができます。

雇用し続ける限り、無期転換権は消滅しません。ポイント

本人の選択

■2

○無期転換権を消滅させることを意図して、便宜的に事業主を変更したり、クーリング期間（５頁参照）を置いたりすることは無効と
なる可能性があります。

無期転換後の待遇（職務、賃金、労働時間など）は、契約期間の規定を除き、直前に締結していた有期
労働契約と同じとなります。ただし、別に規定を設けることで、契約期間の規定を除く待遇を変更するこ
ともできます。（労働契約法第18条）

無期転換後の待遇は就業規則等で規定しておきましょう。ポイント■2

○無期転換した従業員の待遇を会社の対応方針（８頁　　　　　）に基づき決定するとともに、別の規定（就業規則等）を整備して明
確にしておきましょう。

待遇例

○正社員にする
○多様な正社員にする
（職務限定正社員、エリ
ア正社員、短時間正社
員など）

○正社員ではない無期雇
用従業員にする　など

①就業規則よりも不利な労働条件は無効（労働契約法第12条）となりますので、就業規則の労働
条件が無期転換した従業員に適用される可能性があります。

②正社員就業規則の適用対象の規定が不明確・不適切な場合、正社員のみに適用される諸手当、
賞与、退職金などが無期転換した従業員に適用される可能性があります。

③定年の規定が無期転換した従業員に適用されず、定年のない終身雇用になる可能性があります。

就業規則等を整備しない場合、次のような経営リスクが生じることが考えられます

勤務時間：６時間
残業有無：なし
休日労働：なし
賃　　金：●●万円

有期労働契約の労働条件

勤務時間：フルタイム
残業有無：あり
休日労働：あり
賃　　金：●●万円

就業規則等で明確に規定
しておくことが必要になり
ます。

（就業規則の規定例は4頁
参照）

無期転換後の労働条件

雇止めは労働契約法第19条で厳しく規制されます。ポイント■1

○契約期間の定め以外の労働条件は、これまでと同じ内容でかまいません。
○従業員が納得できない雇止めは、労使紛争のリスクを高めます。
○無期転換で雇用が安定することにより、従業員の意欲が向上し、より能力を発揮したり、企業活動に

必要な人材の確保に寄与することなどが考えられます。

無期転換のもたらすメリットや制度について、もう一度検討しましょう。ポイント■2

※合理的な理由の有無については、最初の有期労働契約の締結時から雇止めされた有期労働契約の満了時までの間におけるあらゆる事情が総合的に勘案されます。

①反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約
と変わらないといえる場合

　たとえば…
　○業務内容が恒常的で、更新手続きが形式的である
　○過去に何度も契約更新されている

②従業員が雇用の継続を期待することが、合理的であると考
えられる理由がある場合※

　たとえば…
　○雇用継続を期待させる事業主の言動が認められる
　○同様の地位にある従業員が、過去に雇止めされたことが

ほとんどない

次の①②いずれかに該当する場合は、期間の定めのない従業員の解雇と同様に、雇止めに「客観的に合理的な理由※を欠き、社会通
念上相当であると認められない」場合は無効とされ、従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されます。（労働契約法第19条）

そのほかの規制

不更新条項とは

○今回の契約更新が最後であることを条件に、契約を更新する
○更新年限や更新回数に上限を設ける

○初回の契約締結時から不更新条項を入れる場合
従業員と適正に合意していれば有効の場合が多いと思われますが、不更新条項入りの労働契約を締
結していた他の従業員が更新したなどの例外がある場合は、契約更新に対する合理的な期待（選択
肢　　　　　の②参照）が認められる可能性もあります。

○２回目以降の契約更新から不更新条項を入れる場合
なぜ更新できないのか十分な説明をしたうえで、合意をする必要があります。また、無期転換権が発
生する直前の不更新条項は、その有効性が厳しく問われることになります。

不更新条項を加えた有期労働契約はその有効性が厳しく判断されます。ポイント■1

ポイント■1

○契約期間の定め以外の労働条件は、これまでと同じ内容でかまいません。
○従業員が納得できない雇止めは労使紛争のリスクを高めます。
○無期転換で雇用が安定することにより、従業員の意欲が向上し、より能力を発揮したり、企業活動に

必要な人材の確保に寄与することなどが考えられます。

無期転換のもたらすメリットや制度について、もう一度検討しましょう。ポイント■2

無期転換ルールへの対応に向けた３つのステップ
会社として無期転換ルールにどのように対応するか方針を決めておきましょう。

○各事業所における有期契約従業員の人数
○有期契約従業員の更新の判断基準、更新回数、勤続年数等について現在の社内規定および運用実態
○有期契約従業員が担当する業務の内容
○有期契約従業員の今後の働き方・キャリアに関する希望

現場における有期契約従業員の活用実態を把握します。ステップ■1

有期契約従業員の活用方針を明確化し、無期転換ルールへの対応の方向性を検討します。ステップ■2

無期転換後の社員区分や労働条件についての３パターン

把握するポイント

無期転換後の労働条件をどのように設定するかを検討します。ステップ■3

○ステップ１の活用実態を踏まえ、今後の有期契約従業員の活用方針（どのような業務を担当させるか、どのように処遇するかなど）を明
確にしたうえで、無期転換ルールへの対応を検討します。

○いずれの場合もあらかじめ労使の間で、担当業務や処遇などの労働条件を十分に確認することが重要です。

活用方針（担当業務） 対応の方向性（例示）

恒常的な基幹業務

スポット的業務
（短期、季節性業務等）

○無期転換がもたらすメリット（本人の意欲や能力向上、企業活動に必要な人材の確保、新規採用コストや教育コスト
の低下）は大きいと考えられる。
➡無期労働契約への転換を前提とする。
　対応例①　最初から無期労働契約を締結する。
　対応例②　５年に達する前に無期労働契約に転換する。
　対応例③　５年を超えたら全員を無期労働契約に転換する。

恒常的な補助業務

○会社の経営環境（今後の業務量の見込みなど）や、従業員の意欲や能力の状況、従業員の今後の働き方・キャリア
に関する希望などを考慮して対応する。
➡長期勤続が見込まれる有期契約従業員については、無期労働契約への転換を検討する。

対応例①　業務の大半は正社員が担っており、業務量の変動への対応として有期契約従業員を活用しているた
め、５年を超えて契約更新する者については選抜する。

対応例②　すでに多くの有期契約労働者が長期にわたって働いている実態があるため、全員を無期労働契約に
転換する。

○スポット的業務の期間に合わせて契約期間を設定する
➡通算契約期間を５年以内とする（無期転換権は発生しない）。

①無期契約従業員

③正社員区分

契約期間のみ無期とし、その他の労働条件は直前の有期労働契約時と同じとする。

②多様な正社員区分 無期転換者を、既存あるいは新設の多様な正社員区分（職務限定社員、エリア社員など）に移行させ、その区分の労働
条件を適用する。

無期転換者を、既存の正社員区分（職務・勤務地・労働時間などを狭く限定しない正社員）に移行させ、その区分の労
働条件を適用する。

○無期転換にあたっては、必ずしも上記の３パターンのいずれか１つのパターンのみを選択する必要はなく、自社の状況に応じてこれらを
組み合わせることも可能です。

○①無期契約従業員に転換させる場合や、②多様な正社員区分を新設する場合は、就業規則等の整備が必要です。（４頁参照）

発行／株式会社　社会保険研究所（不許複製）
〒101-8522　東京都千代田区内神田2-4-6 WTC内神田ビル
TEL．03(3252)7901

監修／社会保険労務士　鈴木 政司
平成29年8月発行

　無期労働契約に転換する ➡ ２頁参照
○転換の手続き
○転換後の待遇

　事前に雇止め（契約終了）する ➡ ３頁参照
○雇止めに関する規制
○無期転換の権利発生前に行う雇止めの有効性

　事前に労働契約に
　不更新条項を入れる ➡ ３頁参照

○不更新条項の有効性

4

3

　有期労働契約のまま雇用する ➡ ２頁参照
○従業員の同意が前提
○無期転換の権利は持ち続ける

2

1

ステップ■3

雇止めの予告
３回以上契約が更新されている場合や１年を超えて継続勤
務している従業員の契約を更新しない場合、使用者は30日
前までに予告しなければなりません。（有期労働契約の締
結、更新及び雇止めに関する基準）

契約期間途中の雇止め
やむを得ない事由がない限り、契約期間の途中で解雇する
ことはできません。（労働契約法第17条）
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パワハラ防止マニュアルシート（令和６年度版）�

A4判観音折り8頁／定価 本体 450円＋税10％（税込495円）
（監修）ドリームサポート社会保険労務士法人
⃝�このシートは、業務上の指導との線引きが難しいパワハラの概念について考え方を整理するとともに、企業（事業主）に課せられ
た10項目の義務事項について、具体的にどのような措置を図ればいいのか、わかりやすくコンパクトに説明しています。
⃝�フリーランスに業務委託をする企業等に求められるハラスメント対応（フリーランス法第14条）などの記述を追加しています。
⃝�また、セクシャルハラスメントなど、パワハラ以外のハラスメント対策についても要点を整理。ハラスメントのない快適な職場づく
りに向けて、企業の人事・総務担当者が取り組まれるとき、あるいは社会保険労務士の方が顧客に説明するときなどに、大変有用
なシートになっています。

令和6年3月発刊予定商品No.4603521313

健康保険 給付マニュアルシート（令和６年度版）�

A4判観音折り8頁／定価 本体 450円＋税10％（税込495円）
⃝健康保険の給付に関する内容を、わかりやすくコンパクトに収録。
⃝協会けんぽへの申請書類の記載例を掲載し、必要となる添付書類をわかりやすく解説しています。

令和6年3月発刊予定商品No.260791

病気やけがをしたときの給付と負担
支払いが高額なとき
治療のために仕事につけないとき
出産したとき

そのほかの給付
給付に関する注意点
主な健康保険の給付と必要な手続きの一覧

掲 

載 

内 

容
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労働・社会保険法令の改正対応リスト



お申し込みは裏面の申込書をご利用ください

事　務
処理欄 CD 一括 売分 5038 外税 送計 有 配区 R日 営担 19

※太枠の中のみご記入ください。� ※ご注文は、合計金額1,000円（税別）以上から承ります。

◆ご注文内容（個人情報の取扱い＊に同意し下記のとおり注文します）
◆発送後の乱丁・落丁本以外の返品、交換はご容赦願いますので、ご確認のうえお申込みください。

●ご注文図書は、すべて発刊され次第、一括送付いたします。＊順次発送は、一発送ごとに送料ご負担となりますのでご了承ください。
送料は、一回の発送ごとの購入総額（税別価格）につき・1,000円以上〜30,000円未満の場合は、一律550円（税込）。　・30,000円以上の場合は小社負担。

図書名 コード 定価（税別） 特別割引価格（税別） 申込部数

1 社会保険のてびき 200036 2,500 2 , 2 5 0
2 社会保険の事務手続　総合版 220233 1,400 1 , 2 6 0
3 年金相談の手引 300434 4,800 4 , 3 2 0
4 年金のてびき 300533 700 6 3 0
5 年金マニュアルシート 330627 450 4 0 5
6 障害年金マニュアルシート 330902 450 4 0 5
7 遺族年金マニュアルシート 330912 450 4 0 5
8 ライフプランマニュアルシート 450212 450 4 0 5
9 退職者のための健康・雇用保険マニュアルシート 260743 450 4 0 5
10 健康保険　給付マニュアルシート 260791 450 4 0 5
11 新入社員マニュアルシート 480777 450 4 0 5
12 パート有期雇用・無期転換対応マニュアルシート 480791 450 4 0 5
13 パワハラ防止マニュアルシート 460352 450 4 0 5
14 労働・社会保険法令の改正対応リスト 460601 400 3 6 0
※消費税は別途申し受けます。
※請求書類、払込取扱票をお届けします。払込取扱票にて、コンビニエンスストア・ゆうちょ銀行・郵便局・銀行でお支払いください。

㍿社会保険研究所 〒101-8522　千代田区内神田2-15-9 The Kanda 282
☎03-3252-7901（代）　FAX03-3252-7975
https://www.shaho.co.jp

〈＊社会保険研究所の個人情報の取扱い〉
小社が収集いたしましたお客様の個人情報は厳重に管理させていただきます。お客様の個人情報はご注文の商品の発送および請求事務に使用いたします。また、関連するアフターサービス、新商品のご案内な
ど小社事業活動に使用させていただくことがございます。お客様の個人情報の第３者提供は行いませんが、発送および代金の回収について業務委託をすることがございます。
お客様にはご本人の個人情報について開示を求める権利、および開示の結果、誤りがあった場合の訂正・削除を要求する権利がございます。個人情報に関するお問い合わせ・当該権利の要求等は小社顧客相談
窓口（電話03-3252-7914）までご連絡ください。詳細はホームページ（https://www.shaho.co.jp）をご覧ください。� 個人情報保護管理責任者　松澤　武克

申　込　書
特別斡旋期間　令和６年５月31日まで

㈱社会保険研究所 行
FAX：03-3252-7975

東京社会保険労務士協同組合ご案内

社会保険労務士名・事務所名 申込日　　令和　　　　年　　　　月　　　　日
フリガナ ご担当者

所在地 　 〒 　 　 　 　 　

電　話　　　　　

SPA116


